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浄
化
槽
は
水
中
の
微
生
物
の
働
き
を
利
用
し
て
汚
水
を
浄
化
す
る
も

の
で
す
。

　

し
か
し
、
保
守
点
検
・
清
掃
等
を
行
わ
ず
未
管
理
の
ま
ま
放
置
す
る

と
浄
化
槽
本
来
の
機
能
が
発
揮
さ
れ
ず
、
水
質
汚
濁
の
原
因
と
な
り
ま

す
の
で
、
設
置
者
の
み
な
さ
ん
は
定
期
的
に
保
守
点
検
・
清
掃
等
を
専

門
業
者
に
依
頼
し
て
、
適
正
に
管
理
し
、
浄
化
槽
を
正
し
く
使
用
し
ま

し
ょ
う
。

�������
○みなし（単独処理）浄化槽の保守点検の回数
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こ
の
よ
う
な
保
守
点
検
、
清
掃
、

法
定
検
査
の
料
金
は
浄
化
槽
設
置

管
理
者
の
負
担
と
な
り
ま
す
。
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町
民
課
住
民
生
活
グ
ル
ー
プ

（
�
２－

２
４
５
４
）
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○合併処理浄化槽の保守点検の回数
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